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「宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域の指定に伴う盛土等の造成行為を伴う工事を 

行う場合の留意事項」について 

 このことについて、岩手県県土整備部長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。 

 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。）の規定に基づ

く規制区域が、令和７年５月23日に指定され（盛岡市の区域にあっては、同市が同日に規制区域を指定）、

これにより、県内の区域で一定規模以上の盛土等の造成工事を行う場合には、あらかじめ県又は盛岡市

の許可が必要となります。 

つきましては、貴設置者において学校施設の整備等に伴い盛土等の造成行為を行う場合には、上記許

可手続に遺漏がないよう、御留意いただきますようお願いします。 

 盛土規制法の規定による規制区域、許可手続等に関する詳細につきましては、別添通知のＵＲＬを御

参照ください。 
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